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第36回コーデックス連絡協議会  

目時：平成20年11月14日（金）  

14：00 ′一－16：00  

場所：経済産業省別館1028号会議室  

議 事 次 第  

1．コーデックス委員会の活動状況  

（1）最近のコーデックス委員会の活動状況について  

第24回加工果実・野菜部会  

第2回抗菌剤耐性に関する特別部会  

第30回栄養・特殊用途食品部会  

（2）今後のコーデックス委員会の活動について  

第17回食品輸出入検査・認証制度部会  

第40回食品衛生部会  

第21回油脂部会   

2．その他  



コーデックス連絡協議会 委員名簿  

（敬称略 50音順）  

サントリー（株）品質保証本部テクニカルアドバイザー  

いわ た   し ノき）う  

岩田 修二  

おにた：ナ  かずお  

鬼武 一夫  t］本生活協同組合連合会 安全政策推進室 室長  

か寸 み   たかぶ，み  

春見 隆文   

か ± 圭    ひ／〕し  

門間  裕  

か′′し だ   ヤ ー  

神田 敏子  

た力、や  さしと  

高谷 幸  

はす お   た か  

蓮尾 隆子  

‡」り二」かわ  ただし  

平川 忠  

くまそ げ′）  あき 上」  

細野 明義  

まノノた∴こ   み－ノ ニ  

松谷 満子  

や主う㌻） や寸‘あき  

山浦 康明  

や 王 た   圭 さしハふ  

山田 雅宣  

日本大学生物資源科学部農芸化学科 教授  

（財）食品産業センター  参与  

前全国消費者団体連絡会 事務局長  

（社）日本食品衛生協会 常務理事  

家庭栄養研究会 副会長  

日本食品添加物協会 常務理事  

（財）【二］本乳業技術協会 常務理事  

（財）日本食生活協会 会長  

日本消費者連盟 副代表運営委員  

全国農業協同組合連合会 営農総合対策部  

営農企画グループリーダー  

上しいけ  J）ふお  

吉池 信男  青森県立保健大学健康科学部栄養学科 教授  

才J ナ    圭 さ え  

和田 正江  主婦連合会 副会長   
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第36回コーデックス連絡協議会 会場配置図  
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資料4－（1）  

mO／WHO合同食品規格計画  

第24回加工果実・野菜部会  

2008年9月15日（月）～9月20日（土）  

アーリントン．VD（ワシントン．D．C metroarea）（米国）  

議 題  

議題の採択  

コーデックス総会及び／又はその他の部会からの付託事項  

ジャム、ジェリー、マーマレーードのコーデックス規格案（ステップ  

7）  

野菜缶詰のコーデックス規格案（ステップ7）  

野菜缶詰に特有の付属文書原案（野菜缶詰のコーデックス規格案）  

（ステップ4）  

1．アスパラガス  

2．ニンジン  

3．インゲンマメ  

4．グリーンピース  

5．パーム  

6．エンドウマメ  

7．スイートコーン  

8．ベビーコーン又はヤングコーン  

野菜缶詰の充填剤に関するガイドライン原案（ステップ4）  

果実及び野菜缶詰の最小固形物重量を管理するための計測学上の  

規程を含むサンプリングプラン（ステップ4）  

加工果実・野菜に関する分析及びサンプリング法uaqueouscoconut  

products、COCOnut Cream及びcoconut milkの分析法－   



7．   加工果実・野菜規格の食品添加物リスト   

8．   加工果実・野菜のコーデックス規格の標準様式   

9．   加工果実・野菜の規格化の優先リスト   

10．   その他の作業   

11．   次回会合の日程及び開催地   

12．   報告書の採択   

※標記会合に先立ち、2008年9月13日（土）に「野菜缶詰のコーデックス規格案」、  

14日（日）に「ジャム、ジェリー、マーマレードのコーデックス規格案」に関  

する作業部会が開催された。  

2   



資料4－（2）  

第24回加工果実・野菜部会（CCPFV）概要  

1．開催日及び開催場所  

目時：2008年9月15日（月）～9月20日（土）  

場所：アーリントン．V．D（ワシントン．D．C metro area）（米国）   

2．参加国及び国際機関  

43加盟国、1加盟機関（EC）、4国際機関 （参加者総数111名）   

3．我が国からの出席者   

農林水産省生産局園芸課流通加工対策室 国際調整係長  佐野 文昭  

今次会合では、野菜缶詰の規格及びジャム・ゼリー・マーマレードの規格がス  

テップ8として総会に提出されることが合意されたほか、たけのこの缶詰、マッシ  

ュルームの缶詰、テーブルオリーブ、乾燥ココナッツの規格改訂が新規作業とし  

て総会に提出されることとなった。   

特に、野菜の缶詰規格においては、缶詰の中身となる野菜のサイズについて、  

ジャム・ゼリー・マーマレードの規格においては、定義や内容成分、表示が論点  

となった。  

4．主要議題の概要   

議題2 コーデックス委員会及びその他の部会からの報告及び付託事項   
・チリソーー スの規格について   

アジア地域部会で新規に作業することとなった「チリソースの規格」について、  

第30回総会より加工果実・野菜部会に対し、将来的に国際規格として検討すべきか  

照会があったところ、ECから国際規格として策定することには反対であり、チ  

リソースの多様性に鑑み、各地域部会でそれぞれ規格を策定すべきとの意見がな  

され、これに対する反対意見はなかった。   

議題3 ジャム・ゼリー・マーマレードの規格（ステップ7）   

原料となる熱帯果実の生産国である途上国から、それぞれの国の現状を規格に  

反映するよう意見が出され、結果、果実ごとに最低含有量などを定めることとな  

った。  

議題4 a．野菜缶詰の規格（ステップ7）  

議題4 b．野菜缶詰に特有の付属文書原案（野菜缶詰のコーデックス規格案）  

（ステップ4）  

議題4 c．野菜缶詰の充填剤に関するガイドライン原案（ステップ4）   



前回会合において、野菜缶詰の個別の品目数が多いことから、規格の簡素化及  

び作業の効率化のため、野菜缶詰の規格のうち、添加物、食品衛生など共通化で  

きるものは一般事項とし、品質要件や表示、充填材（パッキングメディア）など  

共通化できないものはそれぞれ付属文書として検討することが合意された。   

今次会合では、規格本体の一般事項に充填材の規定を組み込むこととし、ステ  

ップ8（充填材については5／8）とすることで合意された。また、個別の品目（ア  

スパラガス、ニンジン、インゲンマメ 、グリーンピース、パーム、エンドウマメ、  

スイートコーン、ヤングコーンの8種類）の付属文書の規定のうち、特に、野菜の  

サイズが議論となったが、各国の制度の違いを勘案し、販売が行われる国の制度  

に従うこととし、ステップ5／8とすることで合意された   



（参考）  

加工果実・野菜部会（CCPFV）の作業と今後のアクション  

事項   ステップ   今後のアクション   

ぎリー・マーマ  8   ・第32匝1総会   

L格  

）規格  ・第32回総会   

旨項  8  

オ  5／8  

り野菜  5／8  

巨菜缶詰の最小   2／3   ・第25回CCPFV   

巨を管理するた  ・電子作業部会［座長：フランス］   

≒上の規程を含  
ングプラン  

マッン／ユルー   1／2／3   ・第32回総会   

・規格改訂原案  ・電子作業部令［座長：フランス］   

‾リーーブの規格   1／2／3   ・第32回総会  

・電子作業部会［座長：EC］   

ッツの規格改   1／2／3   ・第32回総会  

・電子作業部会［座長：ブラジル］   

野菜に関する  ・第30回CCMAS   

‾ンプリング法  ・第32回総会   

コナッツ製品  

・ツクリーム及  

ツミルク  

・ための充填剤  

イドライン   
作業中止  

野菜のコーデ  

標準様式   
作業中止  

野菜の優先リ  ・第25回CCf〕FV   

野菜の添加物  ・第25回CCPFV   

、ヾ ン／ヤム  

ドの規  

野菜缶詰の  

共通事  

充填材  

個別の  

果実及び野  

固形物重量  

めの計測学  

むサンプリ  

たけのこ、  

ムの缶詰の  

テーブルオ  

改訂原案  

乾燥コ  

訂原案  

分析及びサ  

ー水溶性コ  

コナッ  二1  

びココナツ  

野菜缶詰の  

に関するガ  

加工果実・  

ックス規格  

加工果実  

リスト   



資料5－（1）  

FAO／WHO合同食品規格計画  

第2回抗菌剤耐性に関する特別部会   

目時   2008年10月20日（月）～10月24日（金）  

場所  ソウル（韓国）  

議題  

1．   議題   

2．   コーー   

3．   FA〔）、   

4．   統／合   

「‾   食品   

リス  
6．  

のリ   

7．   食品   

8．   そ（7）   

9．   次回   

10．  報告   

デックス総会及びその他の部会からの付託事項  

ⅥrHO及び0IEによる抗菌剤耐性に関する作業の情報  

された文書の構成  

由来の抗菌剤耐性菌に係るリスク評価指針  

ク評価及び管理における食品由来の抗菌剤耐性菌の優先付けのため  

スクプロファイル作成に関する指針  

由来の抗菌剤耐性菌の封じ込めのためのリスク管理指針  

他の事項及び今後の作業  

会合の日程及び開催地   



資料5一（2）  

第2回抗菌剤耐性に関する特別部会（TFAMR）概要  

1．開催日及び開催場所   

日時：2008年10月20日（月）～10月24日（金）   

場所：ソウル（韓国）  

2．参加国及び国際機関   

33カ国、1加盟機関（EC）、7国際機関 （参加者総数132人）  

3．我が国からの出席者   

農林水産省消費・安全局消費・安全政策課 食品安全危機管理官   

内閣府食品安全委員会事務局評価課 課長補佐   

厚生労働省医薬食品局食品安全部企画情報課国際食品室  

国際調整専門官   

農林水産省動物医薬品検査所検査第2部抗生物質製剤検査室  

主任検査官   

農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課リスク管理 係長  

辻L．11弥生  

関谷 辰朗  

福島 和子  

小澤真名緒  

秋元 京子  

4．議題の概要   

議題1 議題の採択   

本年5月に開催された「食品由来の抗菌剤耐性菌に係るリスク評価指針」、「リ  

スク評価及び管理における食品由来の抗菌剤耐性菌の優先付けのためのリスク  

プロファイル作成に関する指針」及び「食品由来の抗菌剤耐惟菌の封じ込めの  

ためのリスク管理指針」の原案を作成する3つの作業部会（WG）の検討結果を  

踏まえ、これらをlつのガイドラインに統合した場合の構成を検討するために、  

議題4として「統合された文書の構成」が追加された。   

議題4 統合された文書の構成   

（本議題は、議題5～7の検討が終了した後に検討された。）   

会期内WG（座長：カナダ、デンマーク、フランス及び米国）の議論を踏ま  

えて検討された結果、3つのガイドラインをlつに統合すること、表題は「食品  

由来の抗菌剤耐性に係るリスク分析のためのガイドライン」とすること、「緒言」、  

「一般原則」、「リスクコミュニケーション 」、「文書化」及び「定義」を共通の  

項目とすること、が合意された。   

米国を座長、カナダ、フランス及びデンマークを共同座長とする電子WGに   



おいて、3つのガイドライン文書（議題5～7において検討）を統合したガイド  

ライン原案を作成し、ステップ3で各国のコメントを求め、次回特別部会にお  

いてステップ4で検討することとされた。   

議題5 食品由来の抗菌剤耐性菌に係るリスク評価指針   

WG（座長：カナダ）案を基に検討された。第2節「範囲」の図1に「動物  

飼料」及び「養殖」の文言を加える等、基本的な方向性については合意された  

が、具体的な修正内容については引き続き検討することとされた。第6．2節「暴  

露評価」の表1「耐性菌及び耐性決定因子の発現、有病率、伝達に影響する項目  

－プレハーベスト及びポストハーベストにおけるデータ」の“extra＿and o庁こ1abel  

useofantimicrobialagent”の取り扱い、第6．3節「ハザー ドの特性付け」及び付属  

書Ⅱ「抗菌剤耐性菌の情報のアウトライン」の内容等については、引き続き検  

討することとされた。   

議題6 リスク評価及び管理における食品由来の抗菌剤耐性菌の優先付けの  

ためのリスクプロファイル作成に関する指針   

WG（座長：米国）案を基に検討された結果、統合した後の項目名は「予備  

的な抗菌剤耐性リスク管理措置（PreliminaryAMR－RiskManagementActivities）」  

とすることとされ、考慮すべき範囲として「養殖」が追加された。   

また、第4．2節「薬剤耐性菌のリスクプロファイルの作成」では、リスク管  

理の決定に影響を与える重要なデータあるいは情報を見逃す可能性を最小限に  

するために、包括的なリスクプロファイルを行うべき旨が明記された。   

第4．4節「広範なリスク管理の目標の確立」については、リスク評価が必要  

であるか否かの決定に至るまでの一連の行動の流れを明確にするために、さら  

に検討することとされた。  

議題7 食品由来の抗菌剤耐性菌の封じ込めのためのリスク管理指針   

WG（座長：デンマーク）案を基に第ⅠⅠ節「目的及び範囲」、第IV節「利用  

可能なオプションの特定」について長時間にわたり検討した結果、これらの項  

に関しては修正等を加えた上で概ね合意された。   

第IV節のプレハーベストにおけるリスク管理オプションとしては、家畜に対  

する抗菌性物質の使用量の削減のみを強調するのではなく、既存の衛生実施規  

範や食品生産に係る抗菌性物質の使用規範等を採用するなど、より適切なオプ  

ションを示す方向で検討することとした。   

また、同節のポストハーベストにおけるリスク管理オプションとして提案さ  

れた「薬剤耐性菌に特化した微生物規準の策定及びそれに基づく製品回収」に  

－2－   



ついては、一次生産現場以降の段階において食品由来疾患を防止するには、耐  

惟菌・非耐性菌の別にかかわらず、一般的な食品衛生ヒの管理が重要であると  

考えられること等の観点から議論されたが結論が得られず、引き続き検討する  

こととされた。  

（参考）  

第2回抗菌剤耐性に関する特別部会（TFMR）の作業と今後のアクション  

項   ステップ   今後のアクション   

抗  ● 電子的作業部会（座長：米国、カ   

析のためのガ  2／3／4  ナダ、デンマーク及びフランス）  

● 第3回TFAMR   

食品由来の  

係るリスク分  

イドライン  

－ニー一   



資料6－（1）  

FAO／WHO合同食品規格計画  

第30回栄養・特殊用途食品部会  

2008年11月3日（月）～11月7日（金）  

ケープタウン（南アフリカ）  

議題  

1．   議題の採択   

2，   コーデックス総会メ   

栄養健康強調表） 
3．   

（PartB：食物繊維   

乳児及び年少幼！  

4．  奨リスト案（PartD：  

奨リスト：アラビアズ   

栄養・特殊用途食  
5，  

ガイドライン案   

6．   健康強調表示の華   

栄養表示ガイドラ／  

7．  
あるいは改訂原案   

必須栄養素の食  
8．  

09－1987）を修正す   

9．   
低体重乳幼児向い  

する討議文書   

10．   その他の事項及び   

乳児（6－12ケ月歯  
（a）  

概要   

（b）  食事、運動及健康   

11．   次回会合の日程屈   

12．   種告吾の採択   

及びその他の部会からの付託事項  

三                                                                       示の使用に関するガイドライン：栄養成分表示の条件表案  

任含有量について）  

児向けの特別用途食品に使用される栄養素配合物の推  

特別な栄養構造をとるために使用される食品添加物の推  

ガム規定）  

食品部会により適用される栄養学的リスク分析の原則及び  

斗学的根拠についての勧告原案  

インに則った表示を目的とした栄養参照量（NRV）の追加  

品への添加に関するコーデックスー般原則（CAC／GL  

するための新規作業の提案に関する討議文書  

ナ穀物加工食品規格作成のための新規作業の提案に関  

び今後の作業  

齢）及び幼児用調製補助食品に関するガイドライン改訂案  

に関するWHOの世界的戦略に関連する検討事項  

及び開催地  

※標記会合に先立ち、2008年11月1（土）に「栄養参照量（NRV）：健康強調  

表示及び圧コ食事、運動及び健康に関するWHOの世界的な戦略』に係る事項」  

に関する作業部会が開催される予定。   
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第30回栄養・特殊用途食品部会（CCNFSDU）の概要  

1．開催日及び開催場所   

目時：2008年11月3日（月）～11月7日（金）   

場所：ケープタウン（南アフリカ）  

2．参加国及び国際機関   

52カ国、1加盟機関（EC）、27国際機関 （参加者総数約240人）  

3．我が国からの出席者   

厚生労働省医薬食品局食品安全部国際食品室長  池田千絵子  

厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課  

新開発食品保健対策室衛生専門官 調所 勝弘  

厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課  

新開発食品保健対策室主査  松井 保喜  

（独）国立健康・栄養研究所食品保健機能プログラムリーダー  山田 和彦  

テクニカルアドバイザー   

財団法人日本健康・栄養食品協会   

財団法人日本食品衛生協会  

浜野 弘昭  

土田  博  

4．議論の概要   

主要議題は以下のとおり。  

議題3：栄養強調表示の使用に関するガイドライン：栄養成分表示の条件表案   

（PartB：食物繊維含有量について）   

WHO が提案する食物繊維の生理機能における科学的な根拠に関する文献  

（Europeaム■JournalofClinicalNutrition（Volume61，Supplementl，December2007）  

を著述した専門家グループの一員であるカミング博十より、食物繊維の定義に  

おけるWHO提案とコーデックス案との違いがあまりない旨の説明があり、非植  

物由来の食物繊維については、効果について科学的根拠が確認できないものの、  

個別に科学的根拠が証明されれば、食物繊維に含めることに異存がないこと、  

重合度の数については、10未満のものについても、生理学的効果があることに  

は疑問がないが、食物繊維に求められている機能とは異なることから、科学的  

にも、消費者の誤解を防ぐためにも食物繊維に含めるべきではないことを踏ま   



え提案された新たな定義案についての説明があった。非植物由来の食物繊維に  

ついて、個別の科学的根拠が必要であることについては、合意が得られた。食  

物繊維の重合度を3以上にするか、10以上にするかについて、長時間議論が行  

われ、重合度3～9を食物繊維に含めるかどうかについては、各国政府に任され  

ることで合意した。食物繊維が含まれている旨を強調表示する際の基準につい  

ては、固形物については、100g中3g又は100kcal中1．5g又は一人前中に含まれ  

る量が摂取目安量（dailyrefbrencevalue）の10％とすることで合意した。一人前  

の量、摂取目安量、液体の基準については、各国政府に任されることで合意し、  

本条件表案をステップ8に進め、第32回総会（2009年）に採択を諮ることとした。   

分析法については、リストのアップデートも含めてフランスを議長とする電  

子作業部会で議論した上で次回議論することとなった。  

議題5：栄養・特殊用途食品部会により適用されるリスク分析原則   

オーストラリアが中心となって作成した原案を会期内作業部会で修正した案  

に基づき議論が行われた。「栄養関連物質」という用語が適切かどうか、リス  

ク管理の判断が消費者の食生活等に与える影響をどのように判断するか等が議  

論され、文言の修正、重複したパラグラフの削除等を行った上で、一般原則部  

会（CCGP）の議論を経て総会に諮ることで合意した。  

議題‘：健康強調表示の科学的根拠についての勧告原案   

フランスが中心となって作成した原案を会期直前の物理的作業部会で修正し  

た案に基づき議論が行われ、いっ再評価を行うかは各国の判断にまかされるこ  

と等の変更を加えた上で、ステップ5／8に進め、第32回総会に採択を諮ることと  

した。  

議題7‥栄養ガイドラインに則った表示を目的とした栄養参照量（NRV）の追加あ  

るいは改訂原案   

韓国が中心となって作成した原案を会期直前の物理的作業部会で修正した案  

に基づき議論が行われ、基本となる栄養量の指標については、平均必要量では  

なく、推奨量を用いること等の変更が加えられた。一般集団のWの数値の決  

め方については、異なる性年齢群の数値のうち、一番高い数値を用いるのでは  

なく、対象となる集団を適切に代表すると考えられるサブグループの平均値を  

用いることで概ね合意されたが、本改訂原案についてはステップ2／3に戻し、韓  

国を中心とする電子作業部会によって引き続き議論するとともに、mO／WHOの  

ビタミン及びミネラルの必要量に関する専門家会議報告書のデータに基づいて、  

具体的数値案を策定する作業を行うこととされた。   



（参考）  

栄養・特殊用途食品部会（CCNFSDU）の作業と今後のアクション  

ステップ  次のアクション   

主調表示の使用に関するガイ  8   ・第32回総会   

ン：栄養成分表示の条件表案  

B：食物繊維含有量につい  

」び年少幼児向けの特別用途  8   ・第32回総会   

⊥使用される栄養素配合物の  

スト案：PartD特別栄養構造  

の食品添加物推奨リスト：ア  

ガム規定  

寺殊用途食品部会により適用   8   ・第25回CCGP   

栄養学的リスク分析原則及  ・第32回総会   

ドライン案  

し調表示の科学的根拠につい  5／8   ・第32回総会   

告原案  

示ガイドラインに則った表   2／3   ・電子作業部会（座長：韓国）   

的とした栄養参照量（NRV）  ・第31回CCNFSDU   

あるいは改訂原案  

養素の食品への添加に関す  ・電子作業部会（座長：カ   

デクスー般原則を修正する  ナダ）   

新規作業提案  ・第31回CCNFSDU   

乳幼児向け穀物加工食品に  ・電子作業部会（座長：イ   

規格作成のための新規作業  ンド）  

・第31回CCNFSDU   

6－12ケ月齢）及び幼児用調  ・電子作業部会（座長：ガ   

食品に関するガイドライン  ーナ）   

ための新規作業提案  ・第31回CCNFSDU   

スク低減のためのW策定  ・物理的作業部会（座長：   

の原則、クライテリアを第定  米国）   

めの新規作業提案  ・第31回CCNFSDU   

乳児及  

食品に  

栄養・特  

される  

びガイ  

健康強  

ての勧  

示を目  

の追加  

必須栄  

るコー  

ための  

疾患り  

のため  

するた   

：－  
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mO／WHO合同食品規格計画  

第17回食品輸出入検査・認証制鹿部会  

目時   2008年11月24日（月）～11月28日（金）  

場所  セブ（フィリピン）  

仮議題  

1．   議題   

2．   コし－   

CC「  
3．  

る報   

4．   
海外  

（ス   

衛生  
5．  

ため   

6．   国内   

トレ  
7．  

ン／ス   

8．   意図   

9．   その   

10．  次回   

11．  報告   

デックス総会及びその他の部会・特別部会からの付託事項  

「1CSの作業にかかるFAO、WIiO及び他の国際政府機関の活動に関す  

の監査及び検査の実施のための原則及びガイドライン原案  

テップ4）  

証明書の一般様式原案（公的証明書の設計、作成、発行及び使用の  

のガイドラインの付属文書）（CAC／GL38－2001）（ステップ4）  

の食品検査システムに係るガイダンスの必要性に関する討議文書  

ーサビリティー／プロダクトトレーシング（T／PT）の更なるガイダ  

の必要性に関する討議文書  

的な食品への混入防止に関するガイダンスの第定に関する討議文書  

他の事項及び今後の作業  

会合の日程及び開催地   
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第17回食品輸出入検査・認証制度部会（CCFICS）の主な検討議題  

目時   2008年11月24日（月）～11月28日（金）  

場所   セブ（フィリピン）  

主要議題の検討内容  

議題4 海外監査及び検査の実施のための原則及びガイドライン原案（ステップ   

4）  

輸入国による現地調査、査察または検査の原則及びガイドラインについて   

本年の第31回コーデックス総会で新規作業として採択された。  

今次会合では、本年7月に開催され、我が国も参加した作業部会が作成し   

た案（CX／FICS O8／17／4、AppendixI）を基に、原則のほか、下記の事項を   

中心に議論される。  

「システムベース監査」その他の用語の整理、コストの分担、チェック  

リストの開示など  

「食品輸出入検査認証制度の設計・運用・評価・認定に関するガイドラ  

イン（CAC／GL26－1997）」のAnnex「輸入国による輸出国における検査  

認証制度の評価・認証方法についてのガイドライン」を本ガイドライ  

ンに置き換えるべきか  

海外監査及び検査について十分な経験を有していないが、輸入国であるこ   

とに留意しながら対応したい。  

議題5 衛生証明書の一般様式原案（公的証明書の設計、作成、発行及び使用の   

ためのガイドラインの付属文書）（CAC／GL38－2001）（ステップ4）  

「公式証明書の様式と証明書の設計、作成、発行及び使用のためのガイド   

ライン（CAC／Gl，38－2001）」にAnnexとして添付される衛生証明書の一般様式   

について、本年第31回コーデックス総会で新規作業として採択されたもの   

である。．  

今次会合では、本年7月に開催され、我が国も参加した作業部会が作顕し   

た案（CX／FICS O8／17／5、AppendixI）を基に議論される。  

ガイドライン本体において、一つの証明書の中に、動物衛生、植物防疫上   

の証明事項も記載することも可能であるとしており、特に動物衛生に関する   

証明事項について、01Eが作成した様式と齢酷のないよう、また国内で既に   

採用している様式に大きな影響が出ないよう留意しながら対応したい。   



議題6 国内の食品検査システムに係るガイダンスの必要性に関する討議文書   

（提案国：豪州）  

第15回会合において、輸入品検査と整合した国内向け食品検査制度の構築   

を主な目的とするガイドラインの策定が提案され、豪州を中心とする電子作   

業部会（我が国も参加）を経て、ガイドラインに含むべき原則などについて検   

討することとされた。   

今次会合では、輸入品検査との整合確保という視点ではなく、一般化され   

た討議文書について、①本ガイドラインの必要性、②ccFICSが本議題を議論   
するのに適した部会であるかどうか等について議論される。   

輸出入に関係ない国内向け食品検査制度についてCCFICSで議論すること   

か適当かどうかに留意しながら対応したい。  

議題7 トレーサビリティー／プロダクトトレーシング（T／PT）の更なるガイ   

ダンスの必要性に関する討議文書（提案国：ノルウェー）  

第15回会合において、「食品検査認証におけるトレーサビリティー／プロダ   

クトトレーシング（T／PT）の適用のための原則（CAC／GL60－2006）」の適用を   

促進するためのガイダンスの作成が提案され、ノルウェーを中心とする電子   

作業部会（我が国も参加）を経て、議論することとなった。  

今次会合では、電子作業部会において具体的なニーズが示されなかったこ   

とから、まず各地域調整部会において具体的ニーズについて検討すべきでは   

ないかとの提案がなされている。  

上記原則の作成時にも同様のアプローチを取っていることから、まずは地   

域部会での議論を行うことを支持する方向で対応したい。  

議題8 意図的な食品への混入防止に関するガイダンスの策定に関する討議文   

書（提案国：米国）（新規作業）  

第16回会合において、健康被害をねらった意図的な食品への混入に対する   

ガイダンスの作成が提案され、米国が討議文書を作成することとされた。  

今次会合では、健康被害を狙ったものだけでなく、経済的利得を目的とし   

た意図的混入も対象とする討議文書を基に議論される。  

昨今、意図的な混入事案が発生していることから、本提案の意義は十分認   

識するが、国際食品規格であるコーデックスのガイドラインとして、どのよ   

うな内容になるのか注視しつつ対応したい。  

2   



2003年以降のCCFICSの主な新規作業とその作業状況  
（別紙）   

2003  2004  2005  2006  2007  2∝鳩  
食品輸出入・検査認証部会（CCFICS）が所掌する規格  

食品の検査認証に係る衛生  
措置の同等性評価に関する  
ガイドラインの付属文書  

（ブAC／GL53  

の付属文書  
として採択  

〔〕食品輸出入検査認証の原則（CAC／GL20u1995）   

0食品輸入管理制度に関するガイドライン（CAC／GL47．  
2003．Rev．1－2006）   

0食品輸出入検査認証制度の設計■運用・評価・認定に  
関するガイドライン（CAC／GL26－1997）   

0食品輸出入検査認証制度についての同等性に関する合  
意の形成に関するガイドライン（CAC／GL34－1999）   

○食品の検査認証に係る衛生措置の同等性評価に関する  
ガイドライン（CAC／GL53－2003）   

○公的証明書の設計、作成、発行及び使用のためのガイ  
ドライン（CAC／GL38－200l，Rev．ト2005，Rev．2L  
2007）   

（⊃食品安全性の緊急事態における情報交換に関する原則  

とガイドライン（CAC／GL19－1995，Rev．lr2004）   

○輸入食品の不合格品に関する政府間での情報交換のた  
めのガイドライン（CAC／GL25L1997）   

○食品検査認証におけるトレーサビリテイ／フ0ロタ＋クトトレーシンゲ  

（T／PT）の適用のための原則（CAC／GL60－2006）  

（ブA〔〕／GL38  

の付属文書  
として採択  

電子証明J〕たが川ノノ吊則  

品の検査〝）ため〃）ガイドラ  

リスクバ∴スにじる輸入食  イン  
（二AC／GL47  

の付属文書  
として採択  

食品検査認証制度における  
トトサヒ、リテイ／フ ロタ、、クトトし一シンク  

適用♂）ための原則  

輸入食品の不合格品に関す  
る政府間での情報交換〝）た  
めのガイドライン改定  

公的証明書の様式と言止明書  
げ）作成及び発行のためのガ  
イドライン改定  

食品輸入管理制度のための  
ガイドライ ンにおける  
‘‘適当な期間”J）明確化  

のfootnote  

（ブA（】／GL47  とし′て反映  

施に関するガイドライン作  
海外現地査察及び検査の実  成  

－◆S紆  （物理的作業部会（座長：豪州））  

衛生証明書♂トー般的モデ／レ の作成  

S∈  
－◆笛  （物理的作業部会（座長：EC））  

討議文書提案  

● ■ ■ 義 ■  
国内の食品検査制度に関す  
るガイダンス作成  （電子作業部会（座長：豪州））  

討議文書提案   

＝・・＝◆  
トレーサビリテイ／プロダ  

クトトレーシング適用のた  
めの更なるガイダンス作成  

（電子作業部会（座長：ノルウェー））  

討議文書提案   

・・・・・・◆  

意 図 的 な 食 品 汚 染 （ iIltentiollal  上00d cし－IltamlrlatlOll）防1Lに関 するガイダンス作成  

（米国作成）  
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FAO／WHO合同食品規格計画   

第40回食品衛生部会（CCFH）  

日時：2008年12月1日（月）～5日（金）  

場所：グアテマラ・シティ（グアテマラ）  

仮議題  

※標記会合に先立ち、2008年11月30日（E］）に「CCFHにおける作業の優先順位決  

定に関する特別作業部会」が開催される予定。   
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第40回食品衛生部会（CCFH）の主な検討議題  

目時：2008年12月1日（月）～12月5日（金）  

場所：グアテマラ（グアテマラ・シティ）  

主要議題の検討内容  

仮議題4．幼児向けフォローアップミルク及び医療用調製粉乳に関する微生物学的  

規準（乳幼児用調製粉乳に関する衛生実施規範の付属文書）（ステップ4）   

前回会合において、全ての調製粉乳製品を対象とした衛生実施規範を主体とする本  

体文書、12ケ月齢以下の乳児を対象とした、乳幼児用調製粉乳、医療用の乳児用調製  

粉乳及び母乳強化剤についてサルモネラ属菌、g〃Jピm∂αC勧′∫α払zα拓の微生物学的規  

準を定めた付属文書Ⅰ及びモニタリング計画策定に関するガイダンスを示した付属  

文書ⅠⅠⅠが取りまとめられ、本年7月のコーデックス総会で採択されたところである。   

一一一方、幼児向けフォローアップミルクと医療用調製粉乳に関する付属文書Ⅱに含め  

ることとされた、6－12ケ月齢以下の乳児を対象としたフォローアップミルクについ  

ては、上記2つの病原菌の微生物学的規準を策定する必要惟について、前回会合にお  

いて合意に至らなかった。よって、付属文書Ⅲについてはステップ2に戻した上で、  

FAO／WHO に対し、6－12ケ月齢の乳児のリスクについて改めて検討を依頼すること  

とされていた。   

今回の会合では、本年7月に開催されたmO／WHO合同専門家会議の報告書（暫定  

版）を踏まえ、カナダを座長とする電子的作業部会（日本も参加）で取りまとめられ  

た原案に基づき議論されることとなっている。   

FAO／WHO合同専門家会議では、データの不足から、フォローアップミルクのリス  

クについて明確な結論が得られていないが、適切なリスク管理が行われるよう対応し  

たい。  

仮議題5．調理済み食品中のリステリア・モノサイトゲネスに関する微生物学的規  

準原案（ステップ4）   

昨年7月のコーデックス総会で採択された「調理済み食品中（Ready－tO－eatfoods）の  

リステリア・モノサイトゲネスの管理における食品衛生の山ー般原則の適用に関するガ  

イドライン」の付属文書として、調理済み食品中のリステリア・モノサイトゲネスの  

微生物学的規準を検討しているもの。今年5月にドイツを座長して開催された物理的  

作業部会（日本も参加）の報告書では、1）リステリアの増殖が起きる食品について   



は「不検出／25g」、2）増殖が起きない 食品については「100CFU／g」、及び、もう1つ  

のアプローチとして、3）規制機関が1）、2）の規格と同じレベルの消費者保護を  

提供できると考える妥当性確認（Validate）された規格を設定できるとする規準案が提  

案されている。   

増殖が起きる食品・起きない食品の分類等の科学的根拠、及び、3）の規格を設定  

するために必要な情報／データについて情報収集に努め、科学的に妥当な規準が設定  

されるよう対応したい。  

仮議題6．鶏肉中のカンピロバクター及びサルモネラ属菌の管理のためのガイドラ  

イン原案（ステップ4）   

鶏肉中のカンピロバクター及びサルモネラ属菌について、適正衛生規範（GIlp）、  

HACCP、ハザード低減に関する特別な知識及びリスク評価に基づく管理手法を包含  

する全般的なガイドライン案を検討しているものである。   

前回の会合において、適用範囲をブロイラー肉以外の鶏肉に拡大することは合意さ  

れたが、新たに追加されたブロイラー肉以外の鶏肉に関する科学的情報が不足してい  

るため、部会メンバーから情報を求める回付文書を発すること、ブロイラー以外の鶏  

肉のためのガイドラインについては付属文書とすること、ブロイラーのためのガイド  

ラインの作業は先行して進めることが合意され、ニュージーランドとスウェーデンを  

座長とする物理的作業部会を開催し、ブロイラーを中心に作業を進めることとされて  

いたもの。今回の会合では、今年5月に開催された物理的作業部会（日本も参加）で  

の検討結果を踏まえ、議論することとされている。   

我が国では、鶏肉によるカンピロバクタ一食中毒は多数発生していることから、フ  

ードチェーンの各段階におけるリスク低減措置の効果等に関する情幸剛文集に努め、適  

宜対応したい。  

仮議題7． 生鮮野菜・果実に関する衛生実施規範：葉物のハーブを含む緑色菓野菜  

付属文書原案（ステップ4）   

既に採択されている「生鮮果実・野菜に関する衛生実施規範」に関して、緑色葉野  

菜に特化した付属文書を作成するもので、本年7月のコーデックス総会において新規  

作業として承認されたもの。今回の会合では、米国を中心とする電子作業部会（日本  

も参加）が、本年5月に開催されたFAO／WHO合同専門家会議の報告書（暫定版）等  

に基づいて作成した原案に基づいて議論することとされてい る。   

世界各国における葉物のハーブを含む緑色葉野菜を原因としたアウトブレイクの  

発生予防のため、実行可能でかつリスクを低減する上で効果的な付属文書が早期に作   



成されるよう対応したい。  

仮議題8．海産食品におけるビブリオ属菌に関する衛生実施規範原案（ステップ4）   

海産食品におけるビブリオ属菌に関する衛生実施規範案を検討しているものであ  

り、本年7月に開催されたコーデックス総会において新規作業として承認されたもの。  

今回の会合では日本を座長国とする物理的作業部会（2008年6月）において作成され  

た原案について議論をすることとなっている。   

原案では、病原性を持つビブリオ属菌の中でも、特に、腸炎ビブリオ、ビブリオ・  

コレラ、 ビブリオ・パルニフィカスの3つに焦点を当て、食品衛生の一般的な実施規  

範に加え、加工・調理等に使用する水や交叉汚染に関する注意点や、温度管理（品温  

を10℃以下に保持）等、ビブリオ属菌のリスクを管理する上で特に留意すべき内容に  

ついて取りまとめられている。   

作業部会の座長国として、円滑な議論に資するよう努めるとともに、実行可能でか  

つビブリオ属菌によるリスクを低減する上で効果的な衛生実施規範が早期に作成で  

きるよう対応したい。   



資料9－（1）  

mO／WHO合同食品規格計画  

第21回油脂部会  

目時   2009年2ノ］16日（月）～2月20（金）  

場所   コタキナバル（マレーシア）  

想定される仮議題（資料未着のため）  

FAO／  
1．  

テッ   

ノミル  

2．  
容さ   

3．   名前   

4．   
名前  

イド   

5．   
オリ  

有量   

6．   
名前  

イン   

7．   名前   

／WHO技術会合から提起された事項：許容される前荷に関する規準（ス  

輸送に関する国際実施規範に収載される許  レクでの食用油脂の保管、   

れる前荷リスト（ステップ7及び4）  

の付いた植物油規格の修正案：米ぬか油規格（ステップ7）  

の付いた植物油規格の修正原案：無漂白パーム油規格の総カロチノ  

の修正（ステップ4）  

ーブ油及び精製オリーブ柏油規格のセクション 3．9：リノレン酸含  

一の検討  （ステップ4）   

の付いた植物油規格の修正：パーム核ステアリン及びパー ム核オレ  

（ステップ4）  

のついた植物油規格の改訂のための規準に関する討議文書   



資料9→（2）  

第21回油脂部会（CCFO）の主な検討議題  

目時   2009年2月16日（月）～2月20日（金）  

場所   コタキナバル（マレーシア）  

主要議題の検討内容  

1FAO／WIlO技術会合から提起された事項：許容される前荷に関する規準（ステッ   

プ4）  

2 バルクでの食用油脂の保管、輸送に関する国際実施規範に収載される許容さ   

れる前荷リスト（ステップ7及び4）   

19877年、「食用油のバルクでの保管・輸送に関する行動規範」の採択とと  

もに、「許諾可能な（acceptable）前荷リスト」と「禁止される前荷リスト」を  

付表として作成する作業が開始された。   

2001年に禁上土リストについては採択されたが、許諾リストについては意  

見が対立しており、FAO／WHO合同の技術会合に許諾リストを作成する規準  

（crjteria）の検討を委託し、今回会合においては、許諾リストの規準案及び  

リスト案について議論する。   

我が国の業界は、食用油のバルク輸送における前荷の条件については、油脂  

の貿易に関する国際的な業界団体（Federation of Oils，Seeds and Fats  

Assocjation、NationalInstitute of Oilseeds Products）のリストを活用し  

ており、これらと整合性のとれたリストが作成されるよう対応したい。  

3 名前の付いた植物油規格の修正案：米ぬか油規格（ステップ7）   

インドの提案により作業を開始し、2005年及び2007年に議論を行った（両方  

ともインドは欠席）。我が国が提出してきたコメントが反映されている原案を支  

持したい。  

4 孝一前の付いた植物油規格の修正原案：無漂白パーム油規格の総カロチノイド   

の修正（ステップ3）   

2005年、インドネシアの提案により、既存の無漂白パーム油の規格にあるカ  

ロチノイドの基準値の見直しが開始されたが、2007年の会合において、マレー  

シアより、本指標は品質に関わる重要なものであり、インドネシアが提案した  

規準値は低すぎるとし、根拠となるデータの提出を求めているところ。我が国  

としては、輸入の太宗を占めるマレーシアの動向を踏まえ、対処したい。   



6 名前の付いた植物油規格の修正原案：パーム核ステアリン及びパーム核オレ  

イン（ステップ4）   

2007年、マレーシアの提案により、パーム核ステアリンとパーム核オレイン  

を新たに『名前の付いた植物油規格』に規定する作業が開始された。   

我が国としては、国内で流通する製品の規格と大きく乗離することのないよ  

う対処したい。  

‾  ‾－ ヽ■  ／   



（別紙）  

油脂部会関連コーデックス規格一覧  

CodexStandardforEdibleFatsandOilsnotCoveredbyIndividualStandards  

（CODEXSTAN19－1981，Rev．2－1999）  

CodexStandaJ・dforNamedVegetableOils  

（CODEX・・STAN210，Amended2005）  

2，l．1 AraChlSOi1   

2．1．4  CottollSeedoi1   

2．l．7  Mustardseedoi1   

2．1．10 Palmolein   

2．1．13 Rapeseedoil  

2．l．2  Babassuoi1   

2・1．5 Grapeseedoi1  

2．1．8  Palmkerneloi1   

2．l．11 Palmsteann   

2．1．14 RapeseedoiトloweruCic  

acid   

2．1．17 Sesameseedoil  

2．1．3  Coconutoi1   

2．1．6  Maizeoi1   

2．1．9  Palmoi1   

2．l，12 Palmsuperolein  

2．1．15 Sa用owerseedoil  

2．1．16 Samowerseedoil－high  

01eicacid   

2．1．19 SunLlowerseedoil  

2．1，18 Soyabeanoil  

2，1．20 Sunnowerseed oil－lllgh 2．1．21Surlflowerseedoil－mid  

oleic acid oleicacid（mid－Oleicacid  

SuI班0Ⅵ7erOil）  

CodexStandardR）rOliveOilsandOlivePomaceOils  

（CODEXSTAN33－1981，Rev．2－2003）  

2・101iveoi1  2．2 ⅥrglnOliveoils  2．3 01ive－pOmaCeOil  

● CodexStandardforNamedAnimaIFats（COI）EX－STAN211－1999）  

2．1Lard  2．2 Renderedporklbt  2，3 Premierjus（01eostock）  

2．4 Edibletallol＼  

・ CodexStandardforFatSpreadsandBlendedSpreads（CODEXSTAN256－2007）  

・ RecommendedInternationalCode ofPractice fortheStorageand Tl・ansPOrt Of  

EdibleOilsandFatsinBulk（CAC／RCP36－1987，Rev．3－2005）   




